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運用通達の解釈 CISTEC 2022.11.15

（ロッテルダム条約付属書Ⅲ、農薬取締法、毒物及び劇物取締法、 （令和4年10月21日施行政省令等対応）

労安法及び化審法関係）

３５の

３

・炭素原子（Ｃ）に結合する直鎖状又は分岐
状のペルフルオロヘプチル基（Ｃ７Ｆ１５）を
構造要素の1 つとして有する関連物質（そ
の塩及びポリマーを含む。）。
・直鎖状又は分岐状のペルフルオロオクチ
ル基（Ｃ８Ｆ１７）を構造要素の1 つとして有
する関連物質（その塩及びポリマーを含
む。）。

以下の化合物は含まれない。
・Ｃ８Ｆ１７―Ｘ （Ｘ＝ Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ）
・Ｃ８Ｆ１７－Ｃ（＝Ｏ）ＯＨ、Ｃ８Ｆ１７－Ｃ
（＝Ｏ）Ｏ-Ｘ′又は、Ｃ８Ｆ１７－ＣＦ２―
Ｘ′（Ｘ′＝ 任意の基（塩を含む。））
・ペルフルオロオクタンスルホン酸及びそ
の誘導体（Ｃ８Ｆ１７ＳＯ２Ｘ（Ｘ＝ ＯＨ、金
属塩（Ｏ-Ｍ+）、ハロゲン化物、アミド、及
びポリマーを含むその他の誘導体））

輸出令別
表第２の
項

輸出令別表
第２中解釈
を要する語

解　 　釈

付属書III上覧に掲
げる化学物質

２，４，５－Ｔ、２，４，５－Ｔ塩及び２，４，５－Ｔのエステル化合物、アラクロール、アルジ
カルブ、アルドリン、アジンホスメチル、ビナパクリル、カプタホール、カルボフラン（別名
Ｎ－メチルカルバミン酸２，３－ジヒドロ－２，２－ジメチル－７－ベンゾ［ｂ］フラニル）、ク
ロルデン、クロルジメホルム、クロロベンジレート、ＤＤＴ、ディルドリン、ジニトロ－オルト
－クレゾール（ＤＮＯＣ）及びジニトロ－オルト－クレゾール（ＤＮＯＣ）塩（アンモニウム
塩、カリウム塩、ナトリウム塩等）、ジノセブ、ジノセブ塩及びジノセブのエステル化合
物、１，２－ジブロモエタン（ＥＤＢ）、エンドスルファン、１，２－ジクロロエタン、エチレン
オキシド、フルオロアセトアミド、ＨＣＨ（異性体混合物）、ヘプタクロル、ヘキサクロロベ
ンゼン、リンデン、水銀化合物（無機水銀化合物、アルキル水銀化合物、アルキルオキ
シアルキル及びアリル水銀化合物を含む。）、メタミドホス、モノクロトホス、パラチオン、
ペンタクロロフェノール、ペンタクロロフェノール塩及びペンタクロロフェノールのエステ
ル化合物、ホレート、トキサフェン、トリブチルスズ化合物（ビス（トリブチルスズ）＝オキ
シド、トリブチルスズ＝フルオリド、トリブチルスズ＝メタクリラート、トリブチルスズ＝ベ
ンゾアート、トリブチルスズ＝クロリド、トリブチルスズ＝リノレアート、トリブチルスズ＝
ナフテナートを含む全て）、トリクロルホン（別名ジメチル＝２，２，２－トリクロロ－１－ヒ
ドロキシエチルホスホナート又はＤＥＰ）、ベノミル、カルボフラン及びチウラムの全てを
含有する粉剤、ホスファミドン、メチルパラチオン、石綿（アクチノライト、アンソフィライ
ト、アモサイト、クロシドライト、トレモライト）、商業用オクタブロモジフェニルエーテル（ヘ
キサブロモジフェニルエーテル、ヘプタブロモジフェニルエーテルを含む。）、ヘキサブロ
モシクロドデカン、商業用ペンタブロモジフェニルエーテル（テトラブロモジフェニルエー
テル、ペンタブロモジフェニルエーテルを含む。）、ペルフルオロオクタンスルホン酸、ペ
ルフルオロオクタンスルホン酸塩、ペルフルオロオクタンスルホンアミド及びペルフルオ
ロオクタンスルホニル化合物（ペルフルオロオクタンスルホン酸、ペルフルオロオクタン
スルホン酸カリウム、ペルフルオロオクタンスルホン酸リチウム、ペルフルオロオクタン
スルホン酸アンモニウム、ペルフルオロオクタンスルホン酸ジエタノールアンモニウム、
ペルフルオロオクタンスルホン酸テトラエチルアンモニウム、ペルフルオロオクタンスル
ホン酸ジデシルジメチルアンモニウム、Ｎ－エチルペルフルオロオクタンスルホンアミ
ド、Ｎ－メチルペルフルオロオクタンスルホンアミド、Ｎ－エチルＮ－（２－ヒドロキシエチ
ル）ペルフルオロオクタンスルホンアミド、Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）－Ｎ－メチルペル
フルオロオクタンスルホンアミド、ペルフルオロオクタンスルホニルフルオリドを含
む。）、ポリ臭化ビフェニル（ＰＢＢ）、ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）、ポリ塩化テルフェニル
（ＰＣＴ）、短鎖塩素化パラフィン（炭素数が１０から１３までのものであって、塩素の含有
量が全重量の４８パーセントを超えるものに限る。）、四エチル鉛、四メチル鉛、トリス
（２，３－ジブロモプロピル）＝ホスファート、デカブロモジフェニルエーテル、ペルフルオ
ロオクタン酸、ペルフルオロオクタン酸塩及びペルフルオロオクタン酸関連物質（※）並
びにこれらを含有する混合物又は製剤

次のいずれかに該当するものを除く。
① ベノミル、カルボフラン及びチウラムの
全てを含有する粉剤であって、ベノミル
７％以上、カルボフラン１０％以上、チウ
ラム１５％以上を全て含む粉剤でない場
合
② ホスファミドンであって１リットルにつき
１０００ｇを超えて含有する液剤でない場
合
③ メチルパラチオンであって、１９．５％
以上含有する乳剤でなく、１．５％以上含
有する粉剤でない場合

（※）「ペルフルオロオクタン酸関連物質」の解釈は次のとおり行う。
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